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44ア
メ
リ
カ

ス
タ
ー
ン
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
会
長
の

辞
任
は
労
働
運
動
の
転
機
と

な
る
か
？

　

四
月
一
四
日
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・

ス
タ
ー
ン
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
（
国
際
サ
ー
ビ

ス
従
業
員
労
働
組
合
）
会
長
が
二
〇

一
二
年
ま
で
の
任
期
を
前
に
辞
任
を

表
明
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
全
米

メ
デ
ィ
ア
は
ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
で
伝

え
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
紙
は
四

月
一
八
日
に
長
文
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
「
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
会
長
、
辞
意
を
表

明
」（S

E
IU
 P
resident off ers a 

look ahead before stepping 
dow
n

）
を
掲
載
し
た
。
日
本
で
は

ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

の
、
ス
タ
ー
ン
会
長
が
連
邦
政
府
に

対
し
て
及
ぼ
し
て
い
た
影
響
力
の
大

き
さ
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

大
統
領
選
挙
と
医
療
保
険
改
革
法

　

Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
は
二
〇
〇
八
年
の
大
統

領
選
挙
に
二
八
〇
〇
万
ド
ル
、
議
員

選
挙
を
含
め
れ
ば
総
額
八
五
〇
〇
万

ド
ル
を
民
主
党
に
献
金
し
た
ほ
か
、

組
合
員
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
選
挙
活

動
を
行
う
な
ど
、
オ
バ
マ
大
統
領
の

誕
生
を
大
き
く
支
援
し
た
。
オ
バ
マ

大
統
領
の
自
伝
、「
合
衆
国
再
生
」（
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
社
二
〇
〇
七
年
）
に
よ

れ
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
と
の
関
係
は
二
〇

〇
四
年
三
月
の
民
主
党
上
院
議
員
予

備
選
挙
に
さ
か
の
ぼ
る
。
イ
リ
ノ
イ

州
Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
（
ア
メ
リ
カ
労

働
総
同
盟
・
産
業
別
労
働
組

合
会
議
）
は
オ
バ
マ
を
候
補

か
ら
取
り
下
げ
た
が
、
Ｓ
Ｅ

Ｉ
Ｕ
は
Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
と

の
足
並
み
を
乱
し
て
オ
バ
マ

を
支
持
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、「
こ
う
い
う
組
合
に
は
恩

義
を
感
じ
て
い
る
」（p.126

）

と
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
が
進
め
る
医
療

保
険
制
度
改
革
と
オ
バ
マ
大

統
領
が
理
想
と
す
る
国
民
皆

保
険
制
度
の
方
向
性
が
近
い

こ
と
も
両
者
を
接
近
さ
せ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
医
療
保
険
制
度

は
公
的
部
門
、
民
間
と
も
に

事
業
主
負
担
で
民
間
保
険
に

加
入
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。

公
共
制
度
が
カ
バ
ー
す
る
の
は
六
五

歳
以
上
の
高
齢
者
か
低
所
得
者
に
限

ら
れ
て
き
た
。
事
業
主
が
負
担
す
る

か
ど
う
か
は
、
事
業
主
の
意
思
に
基

づ
く
か
、
も
し
く
は
労
働
組
合
が
あ

る
場
合
は
労
使
協
定
に
よ
っ
て
取
り

決
め
ら
れ
る
。
労
働
組
合
が
な
い
企

業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
場

合
、
個
人
で
保
険
料
を
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
保
険
料
が
高
額
な

た
め
、
所
得
が
低
い
労
働
者
は
保
険

に
未
加
入
と
い
う
状
況
に
な
る
こ
と

も
珍
し
く
な
い
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
医
療
保
険
に
よ
っ
て

受
け
ら
れ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

や
質
が
異
な
る
と
い
う
特
徴
が
医
療

保
険
に
お
け
る
格
差
の
問
題
を
大
き

く
し
て
い
る
。
最
新
医
療
設
備
が

整
っ
て
い
る
の
は
医
療
費
が
高
額
な

私
立
病
院
だ
が
、
た
と
え
医
療
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て

も
掛
金
が
低
け
れ
ば
そ
の
よ
う
な
病

院
で
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
だ
。

　

こ
の
た
め
、
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
が
め
ざ
し

た
の
は
、
事
業
主
負
担
に
よ
る
制
度

を
解
体
し
て
国
民
全
て
が
平
等
に
享

受
で
き
る
医
療
保
険
制
度
の
創
設
で

あ
り
、
こ
れ
は
オ
バ
マ
大
統
領
の
理

想
と
し
た
国
民
皆
保
険
制
度
と
同
様

の
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ー
ン
会
長

は
オ
バ
マ
大
統
領
と
就
任
後
の
最
初

の
六
カ
月
間
で
二
二
回
面
会
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
同
一
人
物
と
し
て
は

最
大
の
数
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
医
療
保
険
制
度
改
革
の
た
め
の
ロ

ビ
ー
活
動
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

三
月
二
三
日
、
医
療
保
険
制
度
改

革
法
案
に
大
統
領
が
署
名
し
た
こ
と

で
、
企
業
負
担
の
医
療
保
険
制
度
と

低
所
得
者
向
け
医
療
保
険
制
度
メ

デ
ィ
ケ
イ
ド
の
狭
間
で
無
保
険
状
態

に
い
た
三
二
〇
〇
万
人
が
新
た
に
カ

バ
ー
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
事
業
主
負
担
を
基
本
と
す
る
枠

組
み
を
崩
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

医
療
保
険
加
入
者
の
間
の
不
平
等
は

そ
の
ま
ま
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

道
半
ば
で
の
辞
任

　

同
様
の
問
題
は
年
金
で
も
起
き
て

い
る
。
年
金
は
医
療
保
険
と
同
様
に

事
業
主
負
担
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

公
的
年
金
制
度
も
存
在
し
て
い
る
が
、

企
業
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
な
け
れ
ば

生
活
は
困
難
だ
。
企
業
年
金
の
有
無

や
水
準
も
医
療
保
険
と
同
様
に
事
業

主
の
意
思
か
労
使
協
定
が
拠
り
所
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
企
業
年
金
が
あ

る
か
な
い
か
だ
け
で
な
く
そ
の
水
準

に
よ
っ
て
も
格
差
が
生
じ
て
い
る
。

し
か
も
、
公
的
年
金
、
企
業
年
金
と

も
に
積
立
不
足
が
深
刻
な
状
況
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
ス
タ
ー
ン
会
長

は
年
金
に
お
い
て
も
事
業
主
負
担
に

よ
る
制
度
の
廃
止
を
主
張
し
て
い
た
。

　

道
半
ば
の
施
策
は
医
療
保
険
と
年

金
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
二
〇
〇
五
年
、

ス
タ
ー
ン
会
長
は
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
を
Ａ
Ｆ

Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
か
ら
離
脱
さ
せ
、
新
し

い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
Ｃ
Ｔ
Ｗ
を

発
足
さ
せ
た
。
産
業
別
労
働
組
合
組

織
の
強
化
と
組
織
率
の
上
昇
に
資
源

を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ

Ｉ
Ｏ
か
ら
の
離
脱
の
理
由
の
一
つ

だ
っ
た
。
一
九
九
六
年
に
会
長
に
就

任
し
て
以
降
、
ス
タ
ー
ン
自
身
は
組

合
員
数
を
一
〇
〇
万
人
近
く
伸
ば
し

て
そ
れ
以
前
か
ら
倍
増
さ
せ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
団
体
交
渉
に
頼
ら
ず
政

治
力
を
駆
使
し
て
経
営
側
か
ら
譲
歩

を
引
き
出
す
こ
と
や
、
経
営
側
と
協

力
し
て
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
っ
た
り
、

過
度
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
手
法
を

と
っ
た
り
し
た
こ
と
な
ど
が
批
判
さ

れ
て
い
た
ほ
か
、
路
線
の
違
い
か
ら

第
二
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
Ｃ
Ｔ

Ｗ
（
勝
利
へ
の
変
革
連
合
）
の
主
要

産
別
労
組
が
次
々
に
離
脱
す
る
な
ど

行
き
詰
ま
り
も
み
ら
れ
て
い
た
。

　

ス
タ
ー
ン
会
長
の
言
葉
で
は
、「
長

く
権
力
の
座
に
い
す
ぎ
る
こ
と
は
良

く
な
い
」
と
の
こ
と
だ
が
、
年
金
制

度
、
医
療
保
険
制
度
、
労
働
運
動
改

革
な
ど
道
半
ば
で
の
辞
任
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。

転
機
は
あ
る
か

　

Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
ト
ラ
ム
カ
会
長

は
ス
タ
ー
ン
会
長
の
辞
任
後
の
Ｓ
Ｅ

Ｉ
Ｕ
に
つ
い
て
「
Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ

復
帰
に
関
心
が
あ
る
よ
う
だ
」（
ビ
ジ

ネ
ス
ウ
ィ
ー
ク
四
月
二
九
日
）
と
発

言
し
て
い
る
。
Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
と

Ｃ
Ｔ
Ｗ
の
再
統
合
が
現
実
化
す
る
か

ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
か
ら

海
外
労
働
事
情
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は
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ―

Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
（
繊
維

ホ
テ
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン
労
組
）、
レ

イ
バ
ラ
ー
ズ
（
建
設
労
働
組
合
）
が

Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
に
復
帰
し
、
チ
ー

ム
ス
タ
ー
ズ（
全
米
ト
ラ
ッ
ク
労
組
）

が
袂
を
分
か
つ
な
ど
、
主
要
産
別
労

組
は
離
れ
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
と
Ｃ

Ｔ
Ｗ
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ス
タ
ー
ン
氏
は
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア

州
政
府
職
員
労
組
に
参
加
し
た
こ
と

を
皮
切
り
に
、
二
九
歳
の
時
に
史
上

最
年
少
で
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｕ
役
員
に
、
一
九

九
六
年
に
は
四
六
歳
で
会
長
に
選
出

さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
二
年
に

は
娘
の
病
気
を
原
因
と
し
て
労
働
運

動
か
ら
身
を
引
こ
う
と
し
た
こ
と
が

あ
る
。
娘
は
低
筋
緊
張
を
伴
う
先
天

性
低
血
圧
症
を
患
っ
て
お
り
、
手
術

後
に
呼
吸
困
難
で
死
に
直
面
し
た
こ

と
が
そ
の
原
因
だ
っ
た
。
し
か
し
、

娘
の
命
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
く
と

も
自
分
に
は
貧
困
に
喘
ぐ
労
働
者
を

救
う
こ
と
で
あ
れ
ば
何
か
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
と
の
思
い
に
辿
り
着

き
、
労
働
運
動
と
医
療
保
険
制
度
の

改
革
に
邁
進
し
て
き
た
（
注
）。
そ

の
娘
も
六
年
前
に
他
界
し
た
が
、
医

療
保
険
制
度
は
不
十
分
な
が
ら
も
あ

る
程
度
の
成
果
を
達
成
す
る
こ
と
と

な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
オ
バ
マ

大
統
領
が
就
任
し
た
際
に
は
、
労
働

長
官
の
有
力
候
補
と
し
て
も
名
前
が

取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
。
今
後
の
去

就
は
不
明
だ
が
、
現
在
は
大
統
領
が

設
置
し
た
超
党
派
の
財
政
諮
問
会
議

メ
ン
バ
ー
に
指
名
さ
れ
て
い
る
。

（
国
際
研
究
部　

山
崎　

憲
）

〔
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ド
イ
ツ

操
短
手
当
、
再
び
二
〇
一
二

年
三
月
末
ま
で
延
長

　

ド
イ
ツ
政
府
は
四
月
二
一
日
、
操

業
短
縮
手
当
制
度
（
操
短
手
当
）
の

申
請
期
限
を
二
〇
一
二
年
三
月
末
ま

で
延
長
す
る
閣
議
決
定
を
し
た
。
操

短
手
当
は
、
す
で
に
二
〇
〇
九
年
一

一
月
二
五
日
の
閣
議
で
、
二
〇
〇
九

年
末
か
ら
二
〇
一
〇
年
末
に
期
限
を

一
年
延
長
し
て
い
る
。
今
回
は
そ
こ

か
ら
再
度
一
年
三
カ
月
延
長
す
る
こ

と
に
な
る
。

延
長
の
経
緯

　

フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
ラ
イ
エ
ン

（U
rsula von der L

eyen

）
労
働

社
会
大
臣
は
、
記
者
会
見
で
「
操
短

手
当
の
延
長
で
、
企
業
は
今
後
よ
り

安
定
し
た
経
営
計
画
を
策
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
労
働
者
は
短

時
間
労
働
に
移
行
す
る
こ
と
で
突
然

の
失
業
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
述
べ
た
。
同
大
臣
は
当
初
、

閣
議
決
定
よ
り
三
カ
月
長
い
二
〇
一

二
年
六
月
末
ま
で
の
延
長
を
求
め
て

い
た
。
し
か
し
、
今
年
に
入
り
予
想

外
に
失
業
率
が
低
水
準
で
推
移
し
た

た
め
、
最
終
的
に
二
〇
一
二
年
三
月

末
ま
で
の
延
期
を
了
承
し
た
。

　

景
気
後
退
を
理
由
と
す
る
操
短
手

当
の
受
給
者
数
の
推
移
を
み
る
と
、

二
〇
〇
九
年
四
月
と
五
月
の
ピ
ー
ク

時
に
は
、
約
一
五
〇
万
人
強
が
受
給

し
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
減
少
に
転

じ
て
二
〇
〇
九
年
末
時
点
で
約
八
〇

万
人
強
だ
っ
た
（
図
１
）。

　

ト
ム
ソ
ン
・
ロ
イ
タ
ー
に
よ
る
と
、

こ
の
よ
う
な
操
短
手
当
受
給
者
数
の

減
少
に
加
え
て
、
直
近
三
月
の
失
業

率
が
八
・
〇
％
（
季
節
調
整
値
）
と

二
〇
〇
九
年
二
月
以
来
の
低
水
準
に

な
っ
た
こ
と
も
、
再
延
期
で
生
じ
る

助
成
金
支
出
増
大
の
懸
念
を
払
し
ょ

く
す
る
効
果
が
あ
っ
た
。
連
邦
政
府

は
、
二
〇
一
〇
年
の
平
均
失
業
者
数

を
三
七
〇
万
人
と
予
測
し
て
い
た
が
、

低
水
準
の
失
業
率
を
受
け
て
約
三
〇

万
人
減
の
三
四
三
万
人
と
し
た
。
約

一
六
億
ユ
ー
ロ
の
予
算
節
減
と
な
る
。

図１　景気後退を理由とする操短手当の受給者数の推移（注）

資料出所：連邦雇用エージェンシー「Bericht der Statistik der BA」（2010 年2 月）
注：社会法典第3 編第170 条に基づくもの
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失
業
抑
制
、
技
能
維
持
に
効
果

　

操
短
手
当
は
、
労
働
市
場
政
策
の

助
成
措
置
の
一
つ
で
あ
る
。
企
業
が

経
済
的
要
因
等
か
ら
操
業
時
間
を
短

縮
し
て
従
業
員
の
雇
用
維
持
を
図
る

場
合
、
連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

に
申
請
す
る
と
「
操
業
短
縮
」
に
伴

う
賃
金
減
少
分
の
一
部
（
減
少
分
の

六
〇
％
、
扶
養
義
務
が
あ
る
子
供
を

有
す
る
場
合
は
六
七
％
）
が
補
填
さ

れ
る
。
操
短
手
当
自
体
は
一
九
六
九

年
に
創
設
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
二
〇

〇
八
年
秋
以
降
の
世
界
的
な
経
済
危

機
に
対
応
す
る
た
め
時
限
措
置
で
制

度
拡
充
を
図
っ
て
き
た
。
今
回
は
、

今
な
お
経
済
危
機
の
影
響
が
労
働
市

場
で
続
い
て
い
る
と
の
判
断
か
ら
、
二

〇
一
二
年
三
月
末
ま
で
延
長
さ
れ
た
。

　

操
短
手
当
は
、
柔
軟
な
労
働
時
間

制
度
の
併
用
を
通
じ
て
失
業
率
の
抑

制
に
一
定
の
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
実
際
に
経
済
危
機
以
降
、
厳

し
い
経
済
情
勢
が
続
く
中
、
ド
イ
ツ

の
失
業
率
の
上
昇
幅
は
他
国
よ
り
小

さ
い
（
図
２
）。

　

ま
た
、
操
短
手
当
は
、
企
業
内
の

技
能
維
持
に
も
一
定
の
効
果
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
企
業
は
、
操
短
手

当
を
利
用
し
て
熟
練
従
業
員
を
解
雇

せ
ず
に
短
時
間
労
働
に
移
行
す
る
こ

と
で
、
熟
練
者
の
持
つ
技
能
を
社
内

に
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
景
気
が

回
復
し
て
増
産
す
る
場
合
は
、
新
た

に
採
用
し
て
教
育
す
る
手
間
と
費
用

が
省
け
る
上
、
即
座
に
以
前
と
同
質

の
製
品
が
生
産
で
き
る
と
い
う
利
点

が
あ
る
。

過
渡
的
措
置
、
対
象
限
定
の
必
要

性
　

不
況
時
に
効
果
的
な
操
短
手
当
で

あ
る
が
、
拡
充
制
度
の
相
次
ぐ
延
長

に
悪
影
響
を
懸
念
す
る
声
も
あ
る
。

ハ
ン
ス
ベ
ッ
ク
ラ
ー
財
団
の
ザ
イ

フ
ェ
ル
ト
氏
（D

r. H
artm

ut 
S
eifert

）
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
で

は
操
短
手
当
の
こ
と
を
「
ド
ラ
ッ
グ

（
薬
、
麻
薬
）」
と
表
現
す
る
こ
と

が
あ
る
。
薬
の
よ
う
に
効
果
が
あ
る

が
、
使
用
法
を
誤
れ
ば
麻
薬
の
よ
う

に
高
価
で
常
用
の
危
険
性
が
あ
る
か

ら
だ
。
Ａ
Ｆ
Ｐ
通
信
に
よ
る
と
、
二

〇
〇
九
年
は
操
短
手
当
に
約
五
〇
億

ユ
ー
ロ
と
い
う
多
額
の
財
政
が
投
入

さ
れ
た
。
二
〇
一
〇
年
は
約
三
〇
億

ユ
ー
ロ
の
支
出
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　

労
働
市
場
・
職
業
研
究
所
の
ビ
ー

ス
ナ
ー
主
任
研
究
員
（D

r. F
rank 

W
ießner

）
に
よ
る
と
、
操
短
手
当

の
悪
影
響
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に

重
要
な
要
素
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は

操
短
手
当
を
過
渡
的
措
置
と
す
る
た

め
に
、
一
時
的
な
景
気
後
退
を
理
由

に
申
請
す
る
企
業
に
絞
る
こ
と
、
も

う
一
つ
は
操
短
手
当
の
対
象
者
を
も

し
不
況
が
長
期
化
す
れ
ば
再
雇
用
が

困
難
な
労
働
者
に
絞
る
こ
と
で
あ
る
。

【
参
考
資
料
】

労
働
市
場
・
職
業
研
究
所
（
Ｉ
Ａ
Ｂ
）、
連

邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
（
Ｂ
Ａ
）、
連

邦
労
働
社
会
省
（
Ｂ
Ｍ
Ａ
Ｓ
）

Ａ
Ｆ
Ｐ
（
二
〇
一
〇
年
四
月
二
一
日
）、

D
ow
 Jones N

ew
sw
ires

（
二
〇
一
〇
年

四
月
二
一
日
）、Thom

son R
euters

（
二

〇
一
〇
年
四
月
二
一
日
）

世
界
の
厚
生
労
働
二
〇
一
〇

執
筆
者
の
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
氏
（D

r. 
H
artm

ut S
eifert

）へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

（
二
〇
一
〇
年
三
月
一
九
日
）

（
国
際
研
究
部
）

韓
国

女
性
の
就
労
促
進

　

経
済
危
機
以
降
の
景
気
低
迷
に
よ

り
、
女
性
が
よ
り
深
刻
な
影
響
を
受

け
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

労
働
部
が
発
表
し
た
「
二
〇
〇
九
年

女
性
の
雇
用
情
勢
の
分
析
報
告

(A
n
a
ly
sis o

f w
o
m
e
n

’s 
em
ploym

ent in 2009)

」（
注
）
に
よ

る
と
、
二
〇
〇
九
年
の
女
性
就
業
者

数
は
九
七
七
万
二
〇
〇
〇
人
。
こ
れ

は
二
〇
〇
八
年
か
ら
一
〇
〇
万
三
〇

〇
〇
人
の
減
少
に
あ
た
り
二
〇
〇
三

年
以
降
初
め
て
の
減
少
と
な
っ
た
。

男
性
就
業
者
数
は
逆
に
三
万
一
〇
〇

〇
人
の
増
と
な
っ
て
い
る
。

　

分
析
に
よ
る
と
、
現
在
、
女
性
の

四
九
・
二
％
が
経
済
活
動
に
参
加
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
昨
年
か
ら
〇
・

八
％
の
低
下
で
あ
り
就
業
率
も
一
・

〇
％
低
下
し
て
四
七
・
七
％
と
な
っ

た
。
男
性
の
場
合
、経
済
活
動
が
〇
・

四
％
低
下
（
〇
八
年
七
三
・
五
％
、

〇
九
年
七
三
・
一
％
）
し
た
が
、
就

業
率
は
〇
・
八
％
の
低
下
（
〇
八
年

七
〇
・
九
％
、
〇
九
年
七
〇
・
一
％
）

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
女
性
の
状
況

が
よ
り
悪
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

図２　ドイツ、欧州連合、ユーロ圏の失業率推移比較（2005-2010）

資料出所： 連邦雇用エージェンシー「Der Arbeits- und Ausbildungsmarktin Deutschland」
（2010年3月）

注：EU27…欧州連合加盟国（2010年3月時点で27カ国）
　　EZ16…欧州連合に加盟し、ユーロを導入している諸国で形成される経済圏（同16カ国）
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る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
基
準
（
一
五―

六

四
歳
）
で
再
調
整
し
た
女
性
の
経
済

活
動
へ
の
参
加
も
二
〇
〇
九
年
の
五

三
・
九
％
と
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
平

均
（
六
一
・
三
％
）
よ
り
著
し
く
低

い
。

　

女
性
の
雇
用
状
況
を
改
善
す
る
た

め
政
府
は
、
過
去
二
年
間
暫
定
的
に

実
施
さ
れ
て
い
た
産
後
雇
用
促
進
の

た
め
の
助
成
期
間
を
二
〇
一
二
年
ま

で
延
長
す
る
と
発
表
し
た
。
同
時
に

基
準
も
改
め
、「
妊
娠
期
間
に
他
の
職

場
に
移
り
、
出
産
し
、
六
歳
以
下
の

児
童
を
育
て
て
い
る
女
性
労
働
者
」

も
対
象
と
な
る
よ
う
条
件
が
緩
和
さ

れ
る
。
さ
ら
に
企
業
が
会
社
内
に
保

育
施
設
を
共
同
で
設
立
し
た
場
合
、

政
府
助
成
金
が
増
額
さ
れ
る
と
し
た
。

　

政
府
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
に
も
適
合
す
る
短
時
間
勤
務

の
正
社
員
な
ど
、
女
性
に
優

し
い
仕
事
を
増
や
し
た
い
考

え
だ
。
全
国
に
あ
る
八
一
の

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
（Job 

C
enters

）
と
七
七
の
女
性

の
た
め
の
ニ
ュ
ー
ジ
ョ
ブ
セ

ン
タ
ー
が
、
失
業
し
た
女
性

が
労
働
市
場
に
再
参
入
で
き

る
よ
う
改
善
さ
れ
た
就
職
斡

旋
と
職
業
訓
練
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
今
年
前
半
、
労
働
部

や
男
女
平
等
部
な
ど
関
係
政

府
機
関
は
、
全
国
雇
用
戦
略

委

員

会

(N
ational 

E
m
ploym

ent S
trategy 

C
om
m
ittee)

を
通
じ
て
、

女
性
の
雇
用
の
た
め
の
ロ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
作
成
す
る
と
し
て
い
る
。

計
画
に
は
、
女
性
の
た
め
の
雇
用
創

出
、
女
性
失
業
者
の
た
め
の
職
業
訓

練
の
強
化
、
個
々
の
特
徴
と
能
力
に

応
じ
た
就
労
及
び
起
業
支
援
、
生
計

費
の
助
成
な
ど
様
々
な
ス
キ
ー
ム
が

盛
り
込
ま
れ
る
予
定
で
あ
る
。

〔
注
〕

国
家
統
計
局
の
経
済
活
動
人
口
調
査
を
再

分
析
し
た
も
の
。

【
資
料
出
所
】
韓
国
労
働
部
Ｈ
Ｐ

（
国
際
研
究
部
）

Ｅ
Ｕ

「
極
め
て
非
典
型
」
な
労
働

者
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト

　

Ｅ
Ｕ
域
内
の
非
典
型
労
働
者
は
近

年
持
続
的
に
増
加
し
て
、
就
業
者
の

四
分
の
一
を
占
め
る
に
至
っ
て
お
り
、

労
働
力
受
給
の
速
や
か
な
調
整
や
、

仕
事
と
家
庭
生
活
と
の
調
和
を
可
能

に
す
る
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
Ｅ
Ｕ

も
こ
れ
を
奨
励
し
て
い
る
。
し
か
し
、

対
応
す
る
労
働
者
保
護
法
制
の
整
備

の
遅
れ
か
ら
、
非
典
型
労
働
者
は
雇

用
の
不
安
定
さ
を
は
じ
め
、
不
利
な

状
況
に
置
か
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
労
働
市
場
の
柔
軟
性
と
雇
用

の
安
定
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
最
適
化
さ

せ
る
こ
と
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
の
一
環
と
し
て
、

Ｅ
Ｕ
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る
欧
州

生
活
・
労
働
条
件
改
善
財
団
は
三
月
、

欧
州
に
お
け
る
非
典
型
労
働
者
に
関

す
る
報
告
書
を
発
表
し
た
。
同
報
告

書
は
、
非
典
型
労
働
の
中
で
も
「
極

め
て
非
典
型
（very atypical

）」

な
働
き
方
と
し
て
、
①
契
約
期
間
が

六
カ
月
未
満
、
②
週
あ
た
り
労
働
時

間
が
一
〇
時
間
未
満
、
③
書
面
に
よ

る
契
約
が
な
い
、お
よ
び
④
登
録
型
・

呼
び
出
し
労
働
（zero-hours or 

on-call w
orking

）―
―

と
い
っ
た

特
徴
を
定
義
、
そ
の
現
状
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
な
傾
向
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

・ 

非
典
型
労
働
者
に
は
、
極
め
て

未
熟
練
な
季
節
労
働
者
か
ら
、

高
度
な
専
門
職
ま
で
多

様
な
層
が
含
ま
れ
、
労

働
条
件
も
非
常
に
多
様

で
あ
る

・
農
業
や
観
光
業
、
宿
泊

業
な
ど
で
は
短
期
の
有

期
契
約
、
小
売
業
や
一

部
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
・

介
護
部
門
等
で
は
登
録

型
な
ど
、
典
型
的
な
形

態
は
業
種
毎
に
様
々

・
雇
用
が
不
安
定
、
訓
練

機
会
が
少
な
い
、
将
来

的
な
キ
ャ
リ
ア
が
不
透

明
、
キ
ャ
リ
ア
の
向
上

が
望
め
な
い
、
仕
事
と

そ
れ
以
外
の
生
活
の
調

和
が
難
し
い
、
な
ど
の

困
難
に
直
面
し
て
い
る

・ 

一
般
的
に
は
未
熟
練
の
仕
事
に

従
事
す
る
低
賃
金
労
働
者
が
多

く
、
一
時
金
支
払
い
や
社
会
保

障
の
適
用
な
ど
で
も
正
規
雇
用

者
の
労
働
条
件
に
劣
る
が
、
一

部
の
自
営
業
者
は
正
規
雇
用
者

よ
り
高
い
賃
金
を
得
て
い
る
場

合
も
あ
る

・ 

危
険
性
の
高
い
仕
事
の
従
事
者

が
多
く
、
国
に
よ
っ
て
は
有
期

契
約
労
働
者
、
農
業
・
建
設
業

従
事
者
な
ど
特
定
の
グ
ル
ー
プ

で
特
に
労
働
災
害
の
件
数
が
多

い

　

報
告
書
は
政
策
対
応
に
関
す
る
提

言
と
し
て
、
労
働
者
と
使
用
者
の
双

方
の
ニ
ー
ズ
を
勘
案
す
べ
き
こ
と
、

安
全
衛
生
の
向
上
の
た
め
の
方
策
が

必
要
で
あ
る
こ
と
、
潜
在
的
な
貧
困

リ
ス
ク
の
大
き
さ
や
ヤ
ミ
労
働
と
の

関
係
も
考
慮
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
あ

げ
て
い
る
。
ま
た
、
労
働
市
場
の
柔

軟
性
と
雇
用
の
安
定
性
の
バ
ラ
ン
ス

に
つ
い
て
は
、
労
使
間
の
合
意
が
重

要
な
役
割
を
担
う
と
し
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

E
u
rop
ean F

ou
nd
ation for th

e 
Im
provem

ent of L
iving and W

orking 
C
onditions 

〞F
lexible form

s of 
w
ork: 

‘very atypical

’ contractual 
arrangem

ents

〞

http://w
w
w
.eurofound.europa.eu/

ew
co/studies/tn0812019s/index.

htm

（
国
際
研
究
部
）


